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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向から負荷がかけられると監視されるべき負荷に応じて横方向に曲がるようになっ
ている第１の耐荷重部材と、
　通常の負荷状態下で前記第１の耐荷重部材から離間されるように、且つ、前記第１の耐
荷重部材が負荷限度を超えて横方向で負荷を受けるときに前記第１の耐荷重部材と接触し
て前記第１の耐荷重部材によって負荷が与えられるように、前記第１の耐荷重部材に対し
て向きが定められる第２の耐荷重部材と、
を備え、
　前記第１の耐荷重部材が、その後に更なる負荷を前記第２の耐荷重部材へ伝え、
　横方向プローブの形態を成す負荷インジケータを含み、前記横方向プローブが、前記第
１の耐荷重部材が前記第２の耐荷重部材と係合する方向へ移動する際に前記第１の耐荷重
部材と協働して、インジケータ部材を撓ませ、
　前記第１の耐荷重部材が、負荷限度を下回る降伏点に設定され、降伏点に達した時点で
永久歪みを起こして撓む、
過負荷検出アセンブリ。
【請求項２】
　前記降伏点が、前記第１の耐荷重部材及び第２の耐荷重部材が係合する前又は前記第１
の耐荷重部材及び第２の耐荷重部材が係合するときに生じ得る、請求項１に記載の過負荷
検出アセンブリ。
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【請求項３】
　横方向から負荷がかけられると監視されるべき負荷に応じて横方向に曲がるようになっ
ている第１の耐荷重部材と、
　通常の負荷状態下で前記第１の耐荷重部材から離間されるように、且つ、前記第１の耐
荷重部材が負荷限度を超えて横方向で負荷を受けるときに前記第１の耐荷重部材と接触し
て前記第１の耐荷重部材によって負荷が与えられるように、前記第１の耐荷重部材に対し
て向きが定められる第２の耐荷重部材と、
を備え、
　前記第１の耐荷重部材が、その後に更なる負荷を前記第２の耐荷重部材へ伝え、
　横方向プローブの形態を成す負荷インジケータを含み、前記横方向プローブが、前記第
１の耐荷重部材が前記第２の耐荷重部材と係合する方向へ移動する際に前記第１の耐荷重
部材と協働して、インジケータ部材を撓ませ、
　前記インジケータ部材が、前記横方向プローブとの接触を超えるときに永久歪みを起こ
す降伏点を有する、
過負荷検出アセンブリ。
【請求項４】
　前記インジケータ部材が、前記第１の耐荷重部材及び第２の耐荷重部材が係合する前又
は前記第１の耐荷重部材及び第２の耐荷重部材が係合するときに横方向歪みを起こす、請
求項３に記載の過負荷検出アセンブリ。
【請求項５】
　前記インジケータ部材が、前記第１の耐荷重部材の永久歪みに起因して横方向プローブ
によって撓んだ位置に保持される、請求項１～３のいずれか１項に記載の過負荷検出アセ
ンブリ。
【請求項６】
　前記第１の耐荷重部材が、前記第２の耐荷重部材を内部で受ける管状部材を備え、もっ
て、前記第１の耐荷重部材及び第２の耐荷重部材が、両端でランドにより係合するととも
に、負荷の下で前記第１の耐荷重部材が前記第２の耐荷重部材に対して曲がることができ
るように中央領域で離間される、請求項１～５のいずれか１項に記載の過負荷検出アセン
ブリ。
【請求項７】
　前記第１の耐荷重部材及び第２の耐荷重部材の両方が、同軸に配置される円筒部材を備
え得る、請求項６に記載の過負荷検出アセンブリ。
【請求項８】
　前記インジケータ部材が、前記第２の耐荷重部材の孔内に設置され、前記第２の耐荷重
部材の開口を貫通する前記横方向プローブと係合する円筒部材を備える、請求項１～５の
いずれか１項に記載の過負荷検出アセンブリ。
【請求項９】
　前記プローブが、前記第１の耐荷重部材の曲げを前記インジケータ部材へ伝えるために
前記第１の耐荷重部材と前記インジケータ部材との間で前記開口内に装着されるピンを備
える、請求項８に記載の過負荷検出アセンブリ。
【請求項１０】
　前記インジケータ部材の移動を引き起こすことなく前記ピンの僅かな移動を受け入れる
ためにクリアランスが設けられる、請求項９に記載の過負荷検出アセンブリ。
【請求項１１】
　前記横方向プローブに類似する複数のプローブが設けられ、複数のプローブが、前記管
状部材の周囲で周方向に離間された位置に配置される、請求項９または１０に記載の過負
荷検出アセンブリ。
【請求項１２】
　前記第２の耐荷重部材に接続される径方向フランジを更に備え、前記径方向フランジが
、互いに接続されるべき２つの構成要素のうちの一方側に対して、組み立てられた前記耐
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荷重部材の前記２つの構成要素の開口内への挿入によって軸線方向で当接するようになっ
ている、請求項１～１１のいずれか１項に記載の過負荷検出アセンブリ。
【請求項１３】
　組み立てられた前記耐荷重部材がピボットピンを備える、請求項１２に記載の過負荷検
出アセンブリ。
【請求項１４】
　航空機のランディングギアのサイドステイにおける、請求項１～１３のいずれか１項に
記載の過負荷検出アセンブリ。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の過負荷検出アセンブリを備える航空機のランデ
ィングギア。
【請求項１６】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の過負荷検出アセンブリを備える航空機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着陸負荷を監視するために航空機のランディングギアなどの耐荷重用途で用
いるのに適する過負荷検出アセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　適切なメンテナンス体制及び修理体制をサポートするために、航空機のランディングギ
アにハードランディングインジケータを設けることが知られている。ランディングギアは
、一般に、ランディングホイールアセンブリをその下端で支持するショックアブソーバス
トラットと、ストラットと航空機の機体との間に接続される一対のサイドステイとを備え
る。言うまでもなく、サイドステイの負荷は、ハードランディング又は他の不都合な動作
状態の指標と見なすことができる。したがって、ストラットの耐荷重コネクタピンが過負
荷状態を受けた場合に表示を与えるように適合させることが提案されてきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、航空機のランディングギアにおける過負荷状態の発生を示すための改
良された装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、過負荷検出アセンブリは、横方向から負荷がかけられ、監視されるべ
き負荷に応じて横方向に曲がるようになっている第１の耐荷重部材と、通常の負荷状態下
で第１の耐荷重部材から離間されるように、及び第１の耐荷重部材が負荷限度を超えて横
方向で負荷を受けるときに第１の耐荷重部材と接触して第１の耐荷重部材によって負荷が
与えられるように第１の耐荷重部材に対して向きが定められる第２の耐荷重部材とを備え
、第１の耐荷重部材がその後に更なる負荷を第２の耐荷重部材へ伝える。
【０００５】
　１つの実施形態において、第１の耐荷重部材は、負荷限度を下回る降伏点に設定され、
降伏点に達した時点で永久歪みを起こして撓む。降伏点は、第１及び第２の耐荷重部材が
係合する前又はそれらが係合するときに生じ得る。
【０００６】
　第１の耐荷重部材が降伏点に達してもよく、達さなくてもよい本発明の別の実施形態に
おいて、アセンブリは、１つ以上の横方向プローブの形態を成す負荷インジケータを含み
、横方向プローブはそれぞれ、第１の耐荷重部材が第２の耐荷重部材と係合する方向へ移
動する際に第１の耐荷重部材と協働して、横方向プローブとの接触を超えるときに永久歪
みを起こす降伏点を有するインジケータ部材を撓ませる。これは、耐荷重部材が係合する



(4) JP 4953400 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

前又はそれらが係合するときに起こり得る。その結果、第２の耐荷重部材の中心孔の簡単
な検査は、第１の耐荷重部材が永久歪みを起こしたか否かとは無関係に、インジケータ部
材が曲げられたか否かを明らかにする。しかしながら、本発明の更なる他の実施形態では
、第１の耐荷重部材が降伏点を示す永久歪みを起こすようになっている場合、これにより
十分にインジケータ部材が歪み状態に保持され、したがって、インジケータ部材は、それ
自体では、降伏点を有する必要がない。
【０００７】
　好ましくは、第１の耐荷重部材は、第２の耐荷重部材をその内部で受ける管状部材を備
え、それにより、２つの部材は、両端でランドにより係合するとともに、負荷の下で第１
の耐荷重部材が第２の耐荷重部材に対して曲がることができるように中央領域で離間され
る。両方の耐荷重部材は同軸に配置される円筒部材を備えてもよい。インジケータ部材を
含む別の実施形態において、インジケータ部材は、第２の耐荷重部材の孔内に設置され、
第２の耐荷重部材の開口を貫通する横方向プローブと係合する円筒部材を備えてもよい。
プローブは、第１の耐荷重部材の曲げをインジケータ部材へ伝えるために第１の耐荷重部
材とインジケータ部材との間で該開口内に装着されるピンを備えてもよい。インジケータ
部材の移動を引き起こすことなくピンの僅かな移動を受け入れるためにクリアランスが設
けられてもよい。
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、本発明を一例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】航空機のランディングギアの概略図である。
【図２】無負荷状態における本発明に係るピボットピンの軸線方向断面図である。
【図３】軽く負荷がかけられた状態における図１のピボットピンの軸線方向断面図である
。
【図４】インジケータを作動させる負荷状態における図１のピボットピンの軸線方向断面
図である。
【図５】図４の場合よりも十分に負荷がかけられた状態における図１のピボットピンの軸
線方向断面図である。
【図６】ピボットピンがそれと一緒に接続する部材内の係合から解除される状態を示す図
１のピボットピンの軸線方向断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、ショックアブソーバストラット１を備えるランディングギアアセンブリを示し
ており、ショックアブソーバストラット１は、その下端がランディングギアボギー２に枢
動可能に接続されるとともに、それを着陸のために配備することができ、又は機体の格納
室内に引き込むことができるようにその上端が航空機の機体に接続されるようになってい
る。ストラット１の外側ケーシング９と機体との間には一対のサイドステイ３、４が接続
されており、該サイドステイは、動作時にストラットの位置を安定させる役目を果たす。
ステイは、共同して、前後負荷及び側方負荷に反応する。各サイドステイは、ピボットピ
ン５を介してストラットのケーシング９に接続されるとともに、配備時又は格納時にラン
ディングギアと共に折り畳めるようにその遠位端が機体に対して枢動可能に接続される。
動作時、サイドステイ３、４は、ランディングギアアセンブリに加えられる負荷に関連す
る負荷を支え、したがって、ステイの負荷が着陸負荷を示す。本発明は、サイドステイの
負荷に応答する過負荷インジケータを提供する。この過負荷インジケータは、サイドステ
イの下端をショックアブソーバストラット１のケーシング９に接続するピボットピン５に
組み込まれる。
【００１１】
　図２は、ストラットケーシング９に接続される一対のラグ６間に取り付けられる本発明
に組み入れられるピボットピン５と、サイドステイ３の下端のアイ８とを示している。ピ
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ボットピンは、内側円筒耐荷重部材１１と同軸に配置される外側円筒耐荷重部材１０を備
える。２つの耐荷重部材はランド１２によって両端が係合しており、内側耐荷重部材１１
は、２つの耐荷重部材の表面間に隙間を形成するようにその中央領域で厚さが減少してい
る。ピボットピン５は、ラグ６の開口及びサイドステイ３のアイ８に挿通される。内側耐
荷重部材１１の一端に形成される径方向に延びるフランジ１３が一方のラグ６の外面に当
接し、また、フランジ１３と反対側の端部にある内側耐荷重部材１１のネジ部１５に保持
ナット１４が螺合しており、該保持ナットは、第２のラグ６の外面に当接して、ピボット
ピンを所定位置に固定する。両端には、ラグ６と外側耐荷重部材１０との間に、一対のＬ
形状のスペーサスリーブ又はブシュ１６、１７が設けられる。ラグ６はランド１２と位置
合わせされる。また、サイドステイ３のアイ８と外側耐荷重部材１０との間にも一対のス
ペーサスリーブ又はブシュ２３が設けられる。
【００１２】
　また、ピボットピン５は、サイドステイ３の長手方向軸線に沿ってピボットピンの中心
線の両側で径方向に延びるように内側耐荷重部材１１の開口１９内に装着される一対のセ
ンサピン１８も組み込む。各ピン１８は、外側耐荷重部材１０の内面に対して係合してお
り、その内端が開口１９の内端から延出しないような全軸線長を有する。スリーブ（組み
立てを容易にするために分割スリーブであってもよい）の形態を成す環状インジケータ２
０が内側耐荷重部材１１の孔の浅い凹部２１内に設置されており、この場合、環状インジ
ケータは、その非作動状態において、凹部２１内に完全に位置するとともに、内側耐荷重
部材１１の孔と面一となっている。センサピン１８の端部とインジケータスリーブ２０と
外側耐荷重部材１０との間には小さいクリアランス２２が設けられる。センサピン１８が
サイドステイ３の長手方向耐荷重軸線に位置合わせされたままとなるように、内側耐荷重
部材１１は、フランジ１３と隣接するラグ６との間の位置決め手段（図示せず）の係合に
よって回転しないように固定される。
【００１３】
　動作時、サイドステイ３に対して圧縮負荷が加えられると、この負荷は、ピボットピン
５に加えられるとともに、外側耐荷重部材１０を図３に示されるように曲げる。降伏点を
下回る軽い負荷状態下では、外側耐荷重部材は、撓み時に永久歪みを起こさず、負荷が取
り除かれると直ぐに、その弾性材料特性により通常の円筒形状へ戻る。図３に示されるよ
うに、外側耐荷重部材の曲がり度合いは、センサピン１８の一方と係合して該センサピン
を開口１９内へ押し込んでクリアランス２２を閉じる程度のものである。この段階では、
センサピン１８は、インジケータスリーブ２０と係合し得るが、該インジケータスリーブ
を撓ませない。更に大きな負荷の下での外側耐荷重部材１０の更なる撓みにより、センサ
ピン１８がインジケータ２０を内側に撓ませるが、インジケータは、インジケータ材料に
よって規定される降伏点に達するまで永久歪みを起こさない。したがって、加えられた負
荷が減少されれば、インジケータ２０は、それ自体の弾性材料特性によりその通常位置へ
戻る。
【００１４】
　過負荷状態下で、圧縮負荷がインジケータ閾値を超えると、外側耐荷重部材１０は、外
側耐荷重部材１０又はインジケータ２０の降伏点のうちの一方を越えるようにセンサピン
１８及びインジケータ２０を移動させる程度まで撓ませられる。この場合、負荷が減少さ
れてインジケータ閾値を下回っても、インジケータ２０はその通常の位置へ戻らない。外
側耐荷重部材１０の降伏点を越えれば、外側耐荷重部材は、永久歪みを起こして、センサ
ピン１８及びインジケータ２０を図４に示される突出状態に保つ役目を果たす。したがっ
て、インジケータ２０自体がそれ自体の降伏点を越えたかどうかは重要ではない。インジ
ケータがその通常の位置へ自由に戻ることができないからである。本発明の別の実施形態
では、インジケータ負荷を超えるときにインジケータ２０がその降伏点を越えて撓ませら
れるようになっており、また、その場合、外側耐荷重部材１０がその降伏点を越えなかっ
たかどうか、及び加えられた負荷が除去されるときに外側耐荷重部材がその通常の位置へ
戻るかどうかは重要ではない。したがって、これらの実施形態のそれぞれにおいては、イ
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ンジケータ負荷が加えられ、又はインジケータ負荷を超えると、インジケータ２０が内側
耐荷重部材１１の中心孔の内側に永久的に移動され、これが、内側耐荷重部材の孔の検査
によってチェックできるメンテナンス員又はサービス員のための過負荷事象の表示として
の機能を果たす。検査は、例えばインジケータ２０の変形を検出するためのゲージを使用
する触覚検査又は視覚検査であってもよい。
【００１５】
　サイドステイ３に対して加えられる圧縮負荷がインジケータ負荷を超えて増大される場
合、外側耐荷重部材１０は、曲がり続けて、最終的に内側耐荷重部材１１との隙間を閉じ
、図５に示されるように内側耐荷重部材１１と係合する。その後、負荷の任意の更なる増
大は内側耐荷重部材へと伝えられる。内側耐荷重部材は、装置の設計負荷に適合するのに
求められる強度に形成することができる。
【００１６】
　以上、２つの位置合わせされたセンサピン１８のうちの一方を動作させる圧縮負荷を参
照することによりピボットピン５の動作について説明してきたが、サイドステイ３に加え
られる引張負荷によって外側耐荷重部材１０が反対方向に曲がって２つのセンサピン１８
のうちの他方を動作させることは言うまでもない。
【００１７】
　インジケータ２０が動作されると、ピボットピン５を補修してそれをリセットする必要
がある。これは、図６に示されるように位置決めナット１４を取り外してピボットピン５
をアセンブリから引き抜くことにより行なわれる。このことは、フランジ１３に隣接して
ブシュ１６を設けることによりこれをピボットピン５と共に取り外して、外側耐荷重部材
１０の撓んだ本体を引き抜くことができる拡大された開口を残すことができることを明ら
かにする。その後、ピボットピンアセンブリ全体を交換することができ、或いはインジケ
ータ２０と外側耐荷重ピン１０を交換することができる。後者の選択肢は、ネジ部１５に
隣接するランド１２が別個の同軸スリーブによって形成され、又は外側耐荷重部材１０の
孔内に形成されるようにすることにより本発明の別の実施形態で円滑になされ得る。
【００１８】
　図面に示されるように、ピボットピン５のそれぞれの端部には２つのブシュ１６、１７
が存在するが、これらのブシュは、ピンを装置から取り外すことができることに悪影響を
及ぼすことなく、ネジ部１５に最も近いピンのその端部の単一のブシュ１７に取って代え
られてもよい。
【００１９】
　前述した実施形態は、内側耐荷重部材１１がラグ６内で回転しないように固定されてい
るが、本発明の他の実施形態では、内側耐荷重部材１１がラグ６内で自由に回転できても
よく、また、更なるセンサピン１８を設けて、それらのうちの１つが常に印加負荷の方向
にほぼ合わせられるようにしてもよい。
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